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ヨーロッパでは、福島原発事故を契機として、原子力施設の安全性ならびに原子力事故に適
用される民事責任法および保険法に関する幅広い議論が展開されている。EU（欧州連合）は、
歴史的な理由から、統一された法規制に服しておらず、EU加盟国は、あるいは競合する国際
条約（1960年パリ条約および1963年ウィーン条約）の一方または双方を選択し、あるいは独自
の制度を選択している。

本報告では、フランスおよびオーストリアの法制度を紹介し、既存の制度（責任制限額の設定
と原子力施設運営者・原子力事業者への責任集中）が時代遅れになっていることを示し、現代
的な民事責任制度の特徴を素描する。
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